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【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

相続 宅建 R01-06-1 ≪#961≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協

議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

≪ポイント≫ 遺産の分割の禁止 

被相続人は、遺言で、相続開始の時から 5 年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ず

ることができる。 

 

 

≪ポイント≫ 遺産の分割の協議 

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除

き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 

 

⇒ 協議によって、遺言で指定された相続分と異なる割合による遺産分割をすることができる 

 

 

 

【渋谷会】おすすめ講座 

令和 6 年版『宅建これだけで合格セット』 

宅建基幹講座（インプット）＆宅建過去問演習講座（アウトプット）のセット 

宅建合格のための準備はこれだけで十分、あとは過去問演習で自習 

https://shibuyakai.com/ 


